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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送風と吸引により循環する空気における、穀粒群の落下経路を横切る方向の空気の流れ
の中に穀粒群を拡散状態で落下させ、前記落下経路を横切る方向の全ての空気を強制的に
穀粒群を通過させることにより、穀粒群中に混入している害虫を含んだ異物を分離し、該
異物が除去された状態で穀粒群を排出することを特徴とする穀類の異物選別方法。
【請求項２】
　穀粒群を通過した空気中から異物を分離、捕集するとともに、異物を分離除去した後の
空気を循環させることを特徴とする請求項１記載の穀類の異物選別方法。
【請求項３】
　穀粒群を通過した空気中からサイクロンにより異物を分離するとともに集塵機により捕
集することを特徴とする請求項２記載の穀類の異物選別方法。
【請求項４】
　穀類の袋詰め直前またはそれに近い工程で行うことを特徴とする請求項１～３のいずれ
かに記載の穀類の異物選別方法。
【請求項５】
　穀粒群の投入口と排出口とを上下に設けるとともに、前記投入口と排出口とを結ぶ穀粒
群の落下経路を挟んで両側に空気の流入口と流出口とを設けてなる選別室と、前記穀粒群
投入口から選別室内へ投入する穀粒群を拡散させる穀粒群拡散手段と、前記空気流入口か
ら選別室内に空気を吹き込む送風機と、前記選別室の空気流出口から流出する空気中から
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異物を分離するサイクロンと、該サイクロンにより分離した異物を捕集する集塵機と、異
物を分離除去したサイクロン内の空気を前記送風機に供給する送風路とを備えることを特
徴とする穀類の異物選別装置。
【請求項６】
　前記送風機が、円筒状筐体内にファンを設け、前記筐体壁面の接線方向に前記選別室の
空気流入口に連通する空気吹き出し筒を突設するとともに、軸方向両端部に設けた空気取
り入れ口を前記送風路に連通させたものである請求項５記載の穀類の異物選別装置。
【請求項７】
　穀類の袋詰め装置の直前またはそれに近い工程に設置してなる請求項５又は６に記載の
穀類の異物選別装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、精白米等の穀粒群中に混入している害虫、糠、ゴミ、砕粒等の異物を選別除去
する方法及び装置に関し、特に、穀類の精選工程や加工工程において、穀粒群中に発生、
混入している害虫を確実に選別除去する方法及び装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
精選工程や加工工程における穀類には、ゴミ、石、糠等の種々の異物が混入していること
があるが、更に、穀類には害虫が発生することは周知のとおりである。穀類に発生する害
虫としては、コナナガシンクイ、ノシミマダラメイガ、コクヌストモドキ、ジンサンシバ
ンムシ、ゾウムシ等々が知られている。穀類におけるこれら害虫の存在が特に問題となる
のは、精白米等の一般消費者に渡る商品中に害虫が混入している場合、たちまち欠陥商品
として苦情、返品が起こることである。このため、穀類を精選、加工する工場では、害虫
の存在に神経をとがらせ、その除去に多大な努力を払っている。
【０００３】
穀粒群中に混入している異物を選別除去する方法としては、篩を用いて選別する方法や石
抜きに代表される比重選別法等があるが、前記のような業者の努力にもかかわらず、穀類
中の異物、とりわけ害虫の完全な除去は必ずしも達成できていないのが現状である。その
理由は、従来の選別方法や選別装置では、穀粒よりも大きな害虫は比較的簡単に選別除去
できるが、穀粒より小さな害虫を除去することが困難だからである。即ち、穀類の異物の
選別方法としては、穀粒との大きさの違い、比重の違い、色彩の違い等で穀粒群中の異物
を判別して除去するものがあるが、例え前記のような穀粒との大きさ、比重、色彩等の違
いにより異物を判別できたとしても、異物が穀粒に付着している場合、例えば穀粒にしが
みついている害虫は、その穀粒とともに良品として選別され、穀粒から分離除去できない
からである。そして、小さな害虫は、そのほとんどが穀粒にくらいついているのであるか
ら、これが除去されずに商品となって消費者の元に渡ってしまうのである。更に問題なの
は、生産者から消費者へ商品が渡る流通の過程で、商品中に混入している害虫が繁殖し、
その数が増加することである。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は上記の点に鑑み、穀粒群中の異物、特に穀粒群中の害虫を簡単かつ確実に分離除
去するとともに、分離除去した異物が再び穀粒群に混入することのない穀類の異物選別方
法及び装置を提供せんとするものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明に係る穀類の異物選別方法は、送風と吸引により循環
する空気における、穀粒群の落下経路を横切る方向の空気の流れの中に穀粒群を拡散状態
で落下させ、前記落下経路を横切る方向の全ての空気を強制的に穀粒群を通過させること
により、穀粒群中に混入している害虫を含んだ異物を分離し、該異物が除去された状態で
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穀粒群を排出することを特徴とするものである。また、本発明は、前記した穀類の異物選
別方法において、穀粒群を通過した空気中から異物を分離、捕集し、この異物を分離除去
した空気を循環させることを特徴とするものである。更に、本発明は、前記した穀類の異
物選別方法において、穀粒群を通過した空気中からサイクロンにより異物を分離するとと
もに集塵機により捕集することを特徴とするものである。
【０００６】
即ち、本発明者は、前記のように、穀類からの害虫の完全除去という目的を達成すべく鋭
意研究を重ねた結果、穀粒にくらいついている小さな害虫も、これを穀粒とともに自然落
下させた際には、しがみついていた穀粒から離れるか、少なくとも離れやすい状態となる
だけでなく、多くの場合、それら害虫が羽根を広げることを知見した。その理由は定かで
はないが、しがみついていた穀粒が落下することによる危険を害虫が本能的に察知して、
自らの危険を回避すべく穀粒から離れようとするのではないかと推測される。いずれにし
ても、穀粒を自然落下させると、害虫は穀粒より離れやすい状態になることから、本発明
者は、穀粒群を空気の流れの中に落下させることで、穀粒にしがみついている害虫を空気
流の作用により容易に穀粒から分離除去できるとの着想を得た。しかし、この場合、単に
穀粒群を空気の流れの中へ落下させるだけでは、穀粒群中の害虫等の異物を完全に除去す
ることはできない。その理由は、穀粒群を空気の流れの中へ落下させると、空気流は滝の
ように流下する穀粒群による抵抗を受け、その全てが穀粒群を通過することはできず、一
部の空気は異物とともに穀粒群に巻き込まれるからである。更には、空気流により一旦穀
粒群から分離除去された害虫が再び穀粒群中へ混入するおそれもある。また、この穀粒群
を空気の流れの中に落下させる方法の場合、穀粒群に空気が当たると、穀粒群が乾燥され
て亀裂が生ずるという問題もある。そこで、本発明では、落下する穀粒群に対して空気を
送風するだけでなく同時に穀粒群を通過させる空気の吸引を行うことで空気を循環させる
ようにした。即ち、前記穀粒群を通過させる空気を吸引し、これを例えばサイクロンに導
くことで全ての空気を強制的に穀粒群を通過させて穀粒群から害虫等の異物を完全に分離
するとともに、分離した害虫等の異物を集塵機等で捕集することで、一旦除去した害虫等
が再び穀粒群に混入することを防止し、且つ、この異物を分離除去した空気を循環させて
、これを再び空気流として穀粒群を通過させるようにすることで、空気流に接触する穀粒
群の乾燥をも防止するようにしたのである。
【０００７】
このように、本発明では、穀粒群を空気の流れの中に拡散状態で落下させて穀粒群中に混
入している害虫等の異物が分離されるとともに、分離された異物はサイクロンや集塵機等
により除去され、再び穀粒群に混入することがない。しかも、穀粒群に接触する空気は循
環されて繰り返し穀粒群に接触することで穀粒の水分により調湿されることから、送風に
より穀粒群を過度に乾燥させて亀裂を発生させることがない。しかも、この空気を循環さ
せる方法では、新たに外部から取り入れる空気はほとんどないことから、穀粒群中に新た
に異物が混入するおそれもない。
【０００８】
ところで、本発明に類似する穀類の選別方法として、唐箕という、風力を利用する器具を
用いた方法が古くからよく知られている。この唐箕を用いた選別方法は、羽根車により風
をおこし、この風の流れの中へ漏斗状の投入口から穀粒群を拡散させて落下させ、比重差
により選別する方法である。しかしながら、本発明と唐箕を利用した分別方法とは、以下
のような明らかな相違がある。即ち、唐箕の場合には、空気の流れは送風のみによる一方
通行であり、また、害虫を除去することを目的としない。このため、穀粒群に混入してい
た害虫は、空気流により穀粒群から一旦分離除去されても、再び穀粒群中へ舞い戻ってし
まうおそれがあり、それを防止するために、排気口に防虫網等を設けたとしても、小さな
虫は網目を通過してしまうし、さらにこれを防止せんとして網目を小さなものにすると、
塵芥により網目が目詰まりして背圧が高くなり、それでなくとも良品の出口に出る風が一
層多くなり、害虫も良品の方へ吐き出され、選別能力が低下してしまう結果となる。これ
に対し、本発明によれば、穀粒群中に混入している害虫は、空気の流れにより穀粒群から
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分離されるとともに、分離された害虫はサイクロンや集塵機等により捕集されることから
、分離除去された害虫が再び穀粒群中へ混入することはない。しかも、唐箕のように空気
の流れが送風のみによる一方通行の場合、滝のように落下する穀粒群の抵抗により穀粒群
に接触する全ての空気が穀粒群を通過することができず、その一部は落下する穀粒群に巻
き込まれて穀粒群とともに排出されることから、この穀粒群とともに排出される空気中に
害虫が混入する可能性を否定できない。これに対し、本発明においては、落下する穀粒群
を通過する空気は、循環使用するために送風と同時に吸引されることから、空気流は１０
０％穀粒群を通過し、しかも穀粒群を通過した空気中から異物を除去する際に異物ととも
に一部循環系外へ排出される空気量を補うべく、穀粒群に接触する空気流は、周辺の空気
さえ巻き込みながら、その全てが穀粒群を通過することから、穀粒群中の害虫等の異物を
確実に分離除去することができる。更に、前記のように穀粒群に接触する空気の流れが送
風のみの一方通行の場合には、空気流により被選別物である穀粒が過度に乾燥されて亀裂
が入るおそれがあった。特に精白米の場合には、過度の乾燥により米粒に亀裂が入ると食
味不良の原因になる。これに対し、循環する空気の流れの中に穀粒群を拡散状態で落下さ
せる本発明によれば、前記のように、被選別物である穀粒群に接触することで穀粒の水分
により空気流の空気の含水率が自ずと当該穀粒を過度に乾燥させない程度に適度に調整さ
れることから、特別な調湿装置や調湿操作を必要とせず、異物の選別装置の構造及び選別
操作が簡単で済むという利点もある。
【０００９】
上記のような本発明による穀類からの異物の選別は、穀類を製品として袋詰めする直前の
工程またはこれに近い工程で行うことが好ましい。なぜなら、上記方法により穀類から完
全に異物を除去しても、製品として袋詰めするまでに多くの工程を長時間かけて経ること
で、その間に再び異物が混入してしまっては無意味だからである。
【００１０】
次に本発明方法を実施するための装置について説明する。本発明方法を実施するための異
物選別装置は、例えば、穀粒群の投入口と排出口とを上下に設けるとともに、前記投入口
と排出口とを結ぶ穀粒群の落下経路を挟んで両側に空気の流入口と流出口とを設けてなる
選別室と、前記穀粒群投入口から選別室内へ投入する穀粒群を拡散させる穀粒群拡散手段
と、前記空気流入口から選別室内に空気を吹き込む送風機と、前記選別室の空気流出口か
ら流出する空気中から異物を分離するサイクロンと、該サイクロンにより分離した異物を
捕集する集塵機と、異物が分離除去された空気を前記送風機に供給する送風路とを備えた
ものである。
【００１１】
前記選別装置においては、前記サイクロンとして、その軸方向中央部から端部に向かうに
従って縮径する一対の円錐部を有し、各円錐部の先端には前記送風路に連通する内筒を、
中央大径部の壁面には前記集塵機に連結する異物排出口を設けるとともに、前記選別室の
空気流出口から流出する空気を壁面の接線方向から流入させる流入口を設けたものを用い
ることが好ましい。
【００１２】
前記構造のサイクロンの場合には、選別室の空気流出口から流出する異物の混入した空気
が、該サイクロンの壁面に設けた流入口からサイクロン内へ接線方向に流入し、流入した
空気はサイクロン中で高速の旋回流となる。これにより、空気中に混入している異物は遠
心力により一対の円錐部の壁面へ分離されるとともに、両円錐部が接合する中央大径部に
集められ、大径部壁面に設けた異物排出口から集塵機へと排出され捕集される。一方、異
物が分離除去された空気は、サイクロン両端部に位置する各円錐部の先端に設けた内筒か
ら排出され、送風機により吸引されて該内筒に連通する送風路を通って送風機に供給され
、該送風機によって再び選別室内へ吹き込まれる。このサイクロンを用いることで、循環
する空気中から効率よく異物を分離除去でき、かつ異物が分離除去された空気は、一対の
円錐部のそれぞれから送風機に送られることから、空気の循環を円滑に行うことができる
。また、送風機にはサイクロンにより異物を除去された後の清浄な空気のみが供給される
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ことから、被選別物である穀粒群に新たに異物が混入することもない。しかも、空気流入
口から選別室内へ吹き込まれる空気は、送風機による送風作用のみでなくサイクロン及び
送風路を介して空気を循環させるための送風機による吸引作用を同時に受け、そのうえサ
イクロンから集塵機に捕集される異物とともに排出される空気量を補充すべく選別室の穀
粒群投入口および排出口からも空気が吸引されることから、送風機から選別室内に吹き込
まれる空気は、良品の出口である排出口に出ることは全くなく、全ての風が、落下する穀
粒群を通過することから、穀粒群内の異物が確実に除去される。更に、除去された異物が
害虫の場合であっても、サイクロン内には高速の旋回流が生じていることから、これに逆
らって集塵機からサイクロンへ異物が逆行することはない。
【００１３】
また、前記送風機としては、円筒状筐体内にファンを設けてなり、前記筐体壁面の接線方
向に前記選別室の空気流入口に連通する空気吹き出し筒を設けるとともに、軸方向両端部
に設けた空気取り入れ口を前記送風路に連通させた構造のものを用いることが好ましい。
このような構造を採用することで、送風機から選別室、サイクロン、更に該サイクロンの
両端に連通する一対の送風路を経て再び送風機に至る一連の空気の循環経路を容易に構成
することができると同時に、送風機による送風及び吸引作用により空気の循環を効率よく
行うことができる。
【００１４】
また、前記選別室の穀粒群投入口に穀粒群の拡散手段を有する穀粒群投入箱を設けておく
ことで、穀粒群を良好に拡散させた状態で選別室内を通過する空気流中に落下させること
ができ、穀粒群からの異物の除去を確実に行うことができる。前記穀粒群の拡散手段とし
ては、下方に傾斜した先端側が水平方向で互いに重なる状態で上下に交互に設けた複数の
ダンパーからなるものが、構造が簡単でしかも穀粒群を確実に拡散させることができるの
で好ましい。
【００１５】
更に、前記選別室における穀粒群排出口の口縁部分に可動ダンパーを立設することが好ま
しい。つまり、上部の投入口から選別室内に拡散状態で落下供給される穀粒群は、その種
類、比重等により落下形態が変化することから、前記可動ダンパーの角度を調整すること
により、空気流による異物を穀粒との分岐点を最良のものとすることができる。
【００１６】
上記のような選別装置は、前記選別室に設けた穀粒群の排出口を、穀類を製品として袋詰
めする装置になるべく近接した工程に設置することが好ましい。既に述べたように、本装
置により穀類から完全に異物を除去しても、製品として袋詰めするまでの工程で、再び異
物が混入してしまっては無意味だからである。
【００１７】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明に係る穀類の異物選別装置の一実施例を示すものである。図中１は異物選
別装置の本体架台、２が選別室を成す選別箱、３が被選別物である穀粒群から害虫等の異
物を分離除去する空気を選別箱２へ吹き込むとともに拡散状態で落下する穀粒群を通過し
た空気を吸引して循環させる送風機、４が穀粒群を通過して穀粒群から分離除去した異物
を含む空気中から異物を分離するサイクロン、５，５はサイクロン４により異物が分離除
去された空気を送風機３へ供給するためにサイクロン４と送風機３とを結ぶ送風路を成す
送風ダクト、更に６はサイクロン４内の空気中から分離した害虫等の異物を捕集する集塵
機である。
【００１８】
前記選別箱２は、その天板２１部分で本体架台１の上横桟１１に取り付けている。選別箱
２の天板２１部分には、その背面側壁２ｂ寄りに穀粒群の投入口２２を形成し、該投入口
２２には穀粒群の投入箱７を取り付けている。該穀粒群投入箱７の上面に設けた開口部７
０には、被選別物である精白米等の穀粒群を精米機等から連続供給するための穀粒群供給
パイプ９１または供給樋等を連結する。また、投入口２２下方の選別箱２の底面には穀粒
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群の排出口２３を形成し、該穀粒群排出口２３には穀粒群排出ホッパ２４を取り付けてい
る。該穀粒排出ホッパ２４の下方には、図示しない袋詰め装置へ穀粒群を搬出、移送する
手段を適宜設ける。さらに穀粒群の投入口２２と排出口２３とを結ぶ穀粒群の落下経路を
挟んで選別箱２の背面側壁２ｂには空気流入口２５を選別箱２のほぼ全幅にわたって設け
、該空気流入口２５に送風機３の空気吹き出し筒３１を連結している。また、前記落下経
路を挟んで空気流出側の選別箱２の底面には空気の流出口２６を形成している。該空気流
出口２６は選別箱２のほぼ全幅にわたって設けるとともに、その前後の開口縁を傾斜した
ホッパ状に形成し、その下端にサイクロン４の空気流入口を成す空気流入筒４１を連結し
ている。なお、選別箱２には、その天板２１、前面側壁２ａ及び左右両側面側壁２ｃ，２
ｃに、透明アクリル板等で被覆した覗き窓２７・・・を適宜設けている。
【００１９】
前記選別箱２の天板２１上に取り付けた穀粒群投入箱７は、そのホッパー状に傾斜して形
成した下端開口部７１を選別箱２の穀粒群投入口２２に連通する状態で取り付けている。
穀粒群投入箱７の内部には上下２段のダンパー７２，７３を、その下方に傾斜した先端側
の一部が水平方向で互いに重なる状態で相対向する側壁部分７ａ，７ｂに交互に取り付け
ている。更に、穀粒群投入箱７を取り付けた選別室２の穀粒群投入口２２の内部には、上
下方向の中間部に選別箱２の背面側壁２ｂへ向けて傾斜面を形成した整流シュート７４を
設けるとともに、該整流シュート７４に対向して揺動ダンパー７５を、穀粒群投入箱７の
ホッパー状下端開口部に蝶番７６により揺動自在に取り付けている。また、穀粒群投入箱
７の背面側の壁面７ａには透明アクリル板等で覆った図示しない覗き窓を適宜設ける。
【００２０】
前記選別箱２における穀粒群排出口２３と、空気流出口２６との分岐点にシャフト２８ａ
によって支持された可動ダンパー２８が枢設され、その上端部は空気流入口２５側に屈曲
形成している。この可動ダンパー２８は、そのシャフト２８ａの一端を選別箱２の側面側
壁２ｃから外部へ突出させ、該突出部分に設けた操作レバー２９で角度調整可能になって
いる。
【００２１】
前記送風機３は、本体架台１の後部に設けた送風機取付桟１５上に支持された送風機架台
１２上に円筒状の筐体３２を軸方向を横向きにして固定し、円筒状筐体３２は、選別箱２
とほぼ同じ幅で、その軸方向両端部には送風ダクト５，５に連通する空気取り入れ口３６
，３６を設けるとともに、その周壁面の接線方向に斜め上向きに形成した空気吹き出し筒
３１を選別箱２の空気流入口２５に連通させている。該円筒状筐体３２には、その軸方向
に貫通し、前記空気吹き出し筒３１側にやや偏心した状態で設けた回転軸３３に複数の羽
根３４・・・を取り付けたファン３５を内装し、前記回転軸３３を本体架台１両側の中横
桟１３，１３に設けた軸受に回動自在に支持してなる。回転軸３３の一端には回転軸滑車
３７を軸着し、該回転軸滑車３７と、本体架台１後部の前記送風機取付桟１５の下面に固
定したモータ取付台１４に取り付けたモータ８の駆動軸に軸着した駆動滑車８１とに駆動
ベルト８２を架設し、その外側をベルトカバー８３で被覆してなる。
【００２２】
前記サイクロン４は、その軸方向中央部から端部に向かうに従って縮径する一対の円錐部
４２，４２を有し、背面側の壁面には接線方向上方に向かって前記選別室２の空気流出口
２６に連通する空気流入筒４１がサイクロン４の軸方向のほぼ全長にわたって設けてある
。また、前記各円錐部４２，４２の先端には前記送風ダクト５、５に連通する内筒４３，
４３を設け、中央大径部の壁面には異物排出口４４を設けてある。該異物排出口４４には
フレキシブルパイプ等の排出パイプ９２等を介して集塵機６を連結してある。
【００２３】
次に、この異物選別装置による選別操作を、精白米中に混入している害虫を含んだ異物を
除去する場合について説明する。先ず、最初にモータ８と集塵機６の電源を入れる。モー
タ８が回転を始めると、その駆動軸に軸着した駆動軸滑車８１が駆動ベルト８２により送
風機３の回転軸３３に軸着した回転軸滑車３７を回転させて送風機３のファン３５が回転
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し、円筒状筐体３２の両端部に設けた空気取り入れ口３６、３６から送風ダクト５、５を
通じて連通するサイクロン４内の空気を吸引するとともに、空気吹き込み筒３１を通じて
空気流入口２５から選別箱２内に空気Ａが吹き込まれる。吹き込まれた空気Ａは選別箱２
内の整流シュート７４の下方を前面側壁２ａ方向へ向かって可動ダンパー２８の上部先端
を越えて選別箱２を横切り、その前方の選別箱２底面の空気流出口２６から流出する。空
気流出口２６から流出した空気Ａは、空気流入筒４１を通じてサイクロン４内へ流入し、
サイクロン４内で高速の旋回流を形成するとともに、送風機３により吸引され、サイクロ
ン４の両端部に設けた内筒４３、４３から再び送風ダクト５，５を通じて送風機３に供給
される。このような、送風機３による送風作用及び吸引作用により、送風機３から選別箱
２内を横切り、サイクロン４内に高速の旋回流として流入したのち、送風ダクト５，５を
通じて再び送風機３に供給される循環空気の流れができる。一方、集塵機６の可動により
、サイクロン４の中央大径部に設けた異物排出口４４から集塵機６へもサイクロン４内の
高速旋回流の空気の一部が排出される。この結果、循環する空気が不足することになるが
、この集塵機６への排出による循環空気量の減少を補うために、選別室２の穀粒群投入口
２２及び排出口２３からも空気が吸引され、送風機３から吹き込まれる空気とともに、サ
イクロン４へ流入する。
【００２４】
上記のように送風機３及び集塵機６を駆動させた状態で、穀粒群供給パイプ９１等を介し
て、選別箱２の天板２１上に取り付けた穀粒群投入箱７の開口部７０から、被選別物であ
る精白米群Ｇを図示しない精米機等から供給する。投入箱７に供給された精白米群Ｇは、
該穀粒群投入箱７内に上下２段に設けられた穀粒拡散手段としてのダンパー７２、７３に
よって拡散されながら順次流下し、穀粒群投入箱７のホッパー状下端開口部７１の傾斜面
から選別箱２中に入り、穀粒群投入口２２の内部に設けた整流シュート７４に沿って幅い
っぱいに拡散されながら流下し、送風機３から空気吹き出し筒３１を通じて選別箱２内に
吹き込まれる空気流Ａの中に落下する。このとき前記整流シュート７４から落下する精白
米Ｇの量に応じて整流シュート７４に対向して投入口２２の開口縁に設けた揺動ダンパー
７５が回動して通路幅が均等に調整される。前記のように空気流Ａの中に精白米群Ｇが落
下すると、精白米群Ｇ中に混入している虫、糠、ゴミ、砕米等の異物Ｍは精白米群Ｇから
分離されて空気流Ａとともに可動ダンパー２８の先端を越えて選別箱２内を前方へ運ばれ
るとともに、選別箱２の底面に形成した空気流出口２６から選別室２外へ流出し、空気流
入筒４１を通じて空気Ａとともにサイクロン４内へ高速の旋回流として流入する。特に、
落下する精白米群Ｇ中に害虫が混入していた場合、精白米粒Ｇにしがみついていた害虫は
、落下によりあたかも無重力状態となった精米粒Ｇから離れるか、少なくとも離れやすい
状態となり、しかも多くの場合、羽根を広げることから空気抵抗が大きくなり、空気流Ａ
の風圧作用を受けて精白米粒Ｇから容易に分離される。しかも、この送風機３から吹き込
まれる空気流Ａは、選別室２の穀粒群投入口２１及び排出口２２から吸引される空気も伴
ってその全てが選別室２外へ流出し、更にサイクロン４へ流入することから、精白米群Ｇ
中の異物Ｍはもれなく完全に分離除去される。一方、精白米群Ｇは空気流Ａの風圧により
多少飛散するものの、適度の角度、位置に調整された可動ダンパー２８を越えることなく
、異物Ｍが除去された状態で選別室２の底面に形成された排出口２３の穀粒排出ホッパ２
４から選別箱２外へ排出され、図示しない搬出装置等により袋詰め等の次工程へ移送され
る。前記の場合、可動ダンパー２８により、精白米Ｇが空気流によって空気流出口２６側
まで運ばれることが防止されるのであるが、被選別物の比重や送風機３から選別室２内に
吹き込まれる空気流の風速等によって被選別物の落下状態は異なる。そこで、選別室２の
側壁２ｃに設けた覗き窓２７等から選別箱２の内における精白米等の被選別物の落下状態
を観察しつつ、被選別物の落下状態に応じて選別箱２の外側に設けた操作レバー２９によ
り可動ダンパー２８の角度を調整し、被選別物と異物とを分離できる最適位置になるよう
にする。
【００２５】
上記のように被選別物である精白米Ｇを通過して精白米中の異物Ｍを含んだ空気流Ａは、
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選別箱２の空気流出口２６から空気流入筒４１を通じてサイクロン４中へ接線方向に流入
する。流入した空気は、サイクロン４中で高速の旋回流となり、空気中に混入している異
物Ｍが遠心力により一対の円錐部４２，４２の壁面へ分離される。サイクロン４の壁面へ
分離された異物Ｍは、遠心力により両円錐部４２，４２が接合するサイクロン４の中央大
径部に集められ、その壁面に設けた異物排出口４４から排出パイプ９２等を通じて集塵機
６によって捕集される。このように、異物Ｍはサイクロン４内の高速の旋回流から集塵機
６により吸引、捕集されることから、例え異物が害虫であっても、空気が高速で旋回する
サイクロン４内に戻ることはできず、循環する空気中に再び混入することはない。一方、
異物Ｍが分離除去された空気は、送風機３の吸引作用によりサイクロン４の両端部に位置
する各円錐部４２，４２の先端に設けた内筒４３，４３から排出され、該内筒４３，４３
に連通する送風ダクト５，５を通じて送風機３両端の空気取り入れ口３７，３７から送風
機３内に供給され、再び選別室２内へ吹き込まれる。
【００２６】
上記のような異物選別装置によれば、送風機３による送風作用及び吸引作用により、送風
機３、選別室２、サイクロン４及び一対の送風ダクト５，５を経て再び送風機３に至る循
環経路を循環する空気流Ａ中に精白米群Ｇを拡散状態で落下させることで精白米群Ｇ中の
異物Ｍを分離除去し、しかも除去した異物Ｍをサイクロン４により空気中から分離して集
塵機６で捕集するものであることから、一旦分離除去した異物Ｍが装置中を循環する空気
中に再び混入するおそれはない。しかも、循環している空気流Ａの空気は、被選別物であ
る精白米群Ｇに繰り返し接触することで該精白米の水分により空気の含水率が自ずと精白
米を過度に乾燥させない程度に適度に調整されるので、特別な調湿装置や調湿操作を必要
とすることなしに、精白米の過度の乾燥による亀裂の発生を防止できる。また、空気流Ａ
中から異物Ｍを分離するサイクロン４として、その中央大径部から端部に向かうに従って
縮径する一対の円錐部４２，４２を有し、各円錐部４２，４２の先端に送風機３への送風
ダクト５，５に連通する内筒４２，４２を設けるとともに、中央大径部の壁面に異物排出
口４４を設け、ここから集塵機６により異物を捕集するようにしたことで、異物の分離除
去及び空気の循環を円滑に行うことができる。尚、図例のサイクロン４は一対の円錐部４
２，４２をその軸方向中央部で接合した形状としているが、中央大径部を円筒状や環状凸
部状とし、この部分に異物排出口４４を設けるようにしてもよい。
【００２７】
また、選別箱２内には、サイクロン４により異物Ｍが除去された後の清浄な空気が送風機
３により吹き込まれることから、被選別物である精白米群Ｇ中に新たに異物Ｍが混入する
おそれがなく、また、送風機３に供給する空気中の異物を除去するためのフィルター等の
浄化手段を設ける必要もないことから、フィルターの目詰まりにより送風機３のファン３
５の回転に背圧が生じて選別不良を招くこともないことから、選別性能を常に安定させる
ことができる。
【００２８】
尚、本実施例では、サイクロン４内で旋回している空気の一部を集塵機６に取り出してい
るが、サイクロンを用いることなく、大型の集塵機に選別箱２の空気流出口２６からの全
排気量を通過させ、異物を該集塵機で捕集した後の空気を送風機３に吸引させるように、
集塵機から送風機３に戻る空気循環経路を形成することもできる。
【００２９】
【発明の効果】
以上のように、本発明によれば、被選別物である穀粒群を空気流中に落下させて穀粒群中
に混入している害虫等の異物を除去することができ、しかも、それに際し、空気の送風と
吸引とを行うことで循環させた空気流の中に被選別物である穀粒群を落下させるようにし
たことから、穀粒群中の異物を確実に分離除去可能であると同時に、被選別物に新たに異
物が混入されることもなく、また、供給される空気を浄化するためのフィルター等の浄化
手段も必要とせず、フィルターの目詰まりにより送風機のファンの回転に背圧が発生する
といった問題もなく、選別性能を安定させることができる。また、前記循環する空気流は
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、被選別物に接触することで、その含水率が被選別物を過度に乾燥させない程度に調節さ
れることから、調湿のための特別な装置や操作を必要とすることなしに、被選別物である
穀粒の乾燥による亀裂の発生を防止できる。更に、空気中からサイクロン及び集塵機等に
より異物を除去したうえで循環させることで、より確実に異物を除去し、且つ再度の混入
を防止できる。上記のような本発明による異物の選別は、穀類を袋詰めして製品とする直
前又はそれに近い工程で行うと効果的である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明にかかる異物選別装置の１実施例を示す斜視図。
【図２】　前記異物選別装置の簡略縦断面図。
【図３】　前記異物選別装置における選別室部分の簡略縦断面図。
【図４】　前記異物選別装置における送風機部分の簡略断面図。
【図５】　前記異物選別装置におけるサイクロン部分の簡略断面図。
【符号の説明】
１：本体架台、２：選別箱、２ａ：前面側壁、２ｂ：背面側壁、２ｃ：側面側壁、３：送
風機、４：サイクロン、５：送風ダクト、６：集塵機、７：穀粒群投入箱、７ａ，７ｂ：
投入箱内壁、８：モータ、９：加湿器、１１：上横桟、１２：送風機取付台、１３：中横
桟、１４：モータ取付台、１５：送風機取付桟、２１：選別箱天板、２２：穀粒群投入口
、２３：穀粒群排出口、２４：穀粒群排出口ホッパ、２５：空気流入口、２６：空気流出
口、２７：覗き窓、２８：可動ダンパー、２８ａ：シャフト、２９：操作レバー、３１：
空気吹き出し筒、３２：円筒状筐体、３３：回転軸、３４：羽根、３５：ファン、３６：
空気取り入れ口、３７：回転軸滑車、４１：空気流入筒、４２：円錐部、４３：内筒、４
４：異物排出口、７０：投入箱開口部、７１：投入箱下端開口部、７２：ダンパー、７３
：ダンパー、７４：整流シュート、７５：揺動ダンパー、７６：蝶番、８１：駆動滑車、
８２：駆動ベルト、８３：ベルトカバー、９１：穀粒群供給パイプ、９２：排出パイプ、
Ａ：空気（流）、Ｍ：異物、Ｇ：穀粒（群）。
【図１】 【図２】
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【図５】
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